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一
　
開
催
の
ね
ら
い
と
経
緯

法
学
部
で
は
二
〇
〇
〇
年
春
か
ら
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
設
立
に
向
け
て
、
欧

米
の
教
育
方
法
に
つ
い
て
研
究
し
た
。
そ
の
中
で
、
米
国
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

が
正
課
と
し
て
行
っ
て
い
る
模
擬
裁
判
も
、
一
つ
の
教
育
方
法
と
し
て
検
討

し
た
。

本
学
教
員
（
古
賀
）
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
「
模
擬
裁
判
」

の
授
業
を
見
た
。
一
年
生
の
必
修
科
目
で
、
全
員
が
参
加
す
る
。
三
人
で
チ

ー
ム
を
作
り
、
図
書
館
内
で
チ
ー
ム
別
に
専
用
机
を
与
え
ら
れ
る
。
図
書
館

は
夜
一
二
時
ま
で
開
い
て
い
て
、
お
よ
そ
二
ヶ
月
間
模
擬
裁
判
チ
ー
ム
で
一

杯
に
な
る
。

二
年
次
に
な
る
と
、
任
意
登
録
の
チ
ー
ム
で
競
技
会
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ

は
入
学
年
別
で
一
年
間
か
け
て
三
年
次
前
期
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

試
合
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
制
で
、
結
果
は
刻
々
掲
示
さ
れ
る
。
そ
の
期
間
、

学
生
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ジ
ム
な
ど
で
模
擬
裁
判
の
事
例
を
め
ぐ
る
議
論
や
試
合

の
下
馬
評
が
聞
か
れ
た
。

優
勝
戦
は
四
〇
〇
人
く
ら
い
入
る
大
法
廷
教
室
で
公
開
さ
れ
、
テ
レ
ビ
中

継
も
行
わ
れ
る
。
入
場
券
は
す
ぐ
に
な
く
な
り
、
法
廷
教
室
に
入
れ
な
い
学

生
は
、
別
の
教
室
に
設
け
ら
れ
た
大
テ
レ
ビ
画
面
で
観
戦
し
て
い
た
。
学
生

は
素
直
で
、
弁
論
者
が
う
ま
い
答
弁
を
す
れ
ば
画
面
に
向
か
っ
て
拍
手
す
る
。

こ
う
し
て
夜
一
〇
時
過
ぎ
ま
で
一
〇
〇
〇
人
近
く
の
学
生
・
教
員
・
法
曹
が

観
戦
し
学
校
中
が
盛
り
上
が
る
。
優
勝
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
、
フ
ッ
ト
ボ

ー
ル
の
フ
ォ
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
り
、
大
手
ロ
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西
南
カ
ッ
プ
に
つ
い
て

一
四

ー
フ
ァ
ー
ム
か
ら
同
期
社
員
よ
り
二
、
三
万
ド
ル
高
い
初
任
給
で
迎
え
ら
れ

る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
、
上
記
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
研
究
会
で
披
露
さ
れ
、
本
学
に
も

こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
導
入
で
き
な
い
か
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。

そ
の
前
年
に
一
号
館
再
建
計
画
が
始
ま
り
、
法
学
部
か
ら
そ
の
中
に
法
廷

教
室
を
作
る
こ
と
を
要
望
し
た
所
、
一
〇
〇
人
規
模
の
法
廷
兼
用
教
室
を
作

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
教
室
は
、
設
計
者
と
教
員
が
福
岡
高
等
裁
判
所
の

大
法
廷
を
見
学
・
測
量
し
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
写
真
を
参
考
に
し
て
設
計
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
模
擬
裁
判
だ
け
で
な
く
討
論
形
式
の
授
業
に
も
応
用
で
き

る
よ
う
に
座
席
の
数
を
増
や
し
た
。

一
号
館
は
二
〇
〇
一
年
四
月
に
竣
工
し
、
同
四
月
二
〇
日
、
国
際
海
洋
法

裁
判
所
の
朴
椿
浩
判
事
（
同
年
三
月
ま
で
本
学
教
授
）
に
裁
判
長
を
お
願
い

し
て
、「
法
廷
教
室
柿
（
こ
け
ら
）
落
と
し
」
を
開
催
し
た
。
隣
国
間
の
河

川
・
海
洋
汚
染
を
め
ぐ
る
国
際
法
の
仮
想
事
例
を
問
題
に
し
て
、
有
志
学
生

の
間
で
弁
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
れ
を
見
て
、
国
内
法
上
の
問
題
で
も
模
擬

裁
判
を
行
い
た
い
と
い
う
意
見
が
教
員
・
学
生
の
間
か
ら
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
九
月
、
法
学
部
教
授
会
で
模
擬
裁
判
競
技
会
を
開
催
す
る
こ

と
に
つ
い
て
協
議
し
、
正
式
に
立
案
す
る
こ
と
が
支
持
さ
れ
た
。
模
擬
裁
判

を
通
じ
て
法
律
学
の
議
論
を
楽
し
む
雰
囲
気
を
法
学
部
生
の
間
に
作
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
で
、
意
見
が
一
致
し
た
。
そ
の
後
、
吉
村
徳
重
教
授
を
中
心

に
企
画
が
進
め
ら
れ
、
一
〇
月
三
日
の
教
授
会
に
お
い
て
「
模
擬
裁
判
競
技

会
の
開
催
に
つ
い
て
」
提
案
が
出
さ
れ
、
実
施
要
領
及
び
予
算
を
含
め
て
承

認
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
学
外
で
行
わ
れ
て
い
る
大
学
間
模
擬
裁
判
対
抗
戦
に

因
ん
で
、「
西
南
カ
ッ
プ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

二
　
実
施
経
過

１
　
第
一
回
（
二
〇
〇
一
年
）

一
〇
月
の
教
授
会
で
以
下
が
決
定
さ
れ
た
。
①
出
題
担
当
を
吉
村
徳
重
教

授
（
民
事
訴
訟
法
）
と
し
、
他
の
民
法
担
当
教
員
が
協
力
す
る
。
②
裁
判
官

は
本
学
教
員
の
ほ
か
、
本
学
出
身
弁
護
士
に
依
頼
す
る
、
弁
護
士
に
は
日
当

を
支
給
す
る
。
③
運
営
の
詳
細
及
び
実
施
に
つ
い
て
は
古
賀
教
授
が
担
当
す

る
。
吉
村
教
授
は
、
多
田
教
授
、
大
隈
教
授
、
深
谷
教
授
の
協
力
を
得
な
が

ら
、
問
題
事
例
「
テ
レ
ビ
発
火
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
」
を
書
い
た
。

一
〇
月
一
五
日
に
参
加
募
集
要
項
と
問
題
事
例
を
学
部
掲
示
板
に
掲
示
し
、

一
一
月
九
日
に
受
付
を
締
め
切
っ
た
と
こ
ろ
一
二
チ
ー
ム
が
申
し
込
ん
だ

（
一
チ
ー
ム
五
名
以
上
。
合
計
六
五
名
）。
三
年
生
が
多
数
で
、
ゼ
ミ
か
ら
七

チ
ー
ム
、
二
つ
の
国
家
試
験
準
備
室
か
ら
三
チ
ー
ム
、
友
人
混
成
チ
ー
ム
二

チ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
一
二
月
三
日
全
チ
ー
ム
か
ら
書
面
（
Ａ
４
で
三
頁
程
度
）

が
提
出
さ
れ
た
。
書
面
採
点
に
よ
り
上
位
八
チ
ー
ム
を
予
選
通
過
と
し
て
、
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口
頭
弁
論
を
開
い
た
。

口
頭
弁
論
は
一
試
合
八
〇
分
と
し
、
主
弁
論
二
人
各
一
〇
分
、
反
論
一
人

五
分
、
全
員
に
よ
る
討
論
形
式
の
弁
論
を
残
り
時
間
で
行
っ
た
。
弁
論
の
間

に
裁
判
官
が
質
問
し
、
そ
の
応
答
も
採
点
の
際
に
考
慮
す
る
こ
と
に
し
た
。

第
一
回
戦
は
一
二
月
八
日
（
土
）
に
朝
一
〇
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
四
試
合

が
行
わ
れ
た
。
裁
判
官
は
一
試
合
に
教
員
二
名
、
弁
護
士
一
名
と
し
、
休
日

に
も
関
わ
ら
ず
教
員
六
名
、
弁
護
士
二
名
が
担
当
し
た
。
こ
れ
に
勝
っ
た
四

チ
ー
ム
で
、
一
一
日
と
一
四
日
放
課
後
に
準
決
勝
戦
が
開
か
れ
（
裁
判
官
は

教
員
六
名
）、
勝
ち
進
ん
だ
二
チ
ー
ム
で
一
七
日
放
課
後
に
決
勝
戦
が
開
か

れ
た
。

決
勝
戦
は
、
一
試
合
九
十
分
間
で
、
原
告
・
被
告
入
れ
替
え
戦
に
よ
り
二

試
合
行
わ
れ
た
。
裁
判
官
は
五
名
、
教
員
三
名
、
弁
護
士
二
名
で
あ
っ
た
。

優
勝
チ
ー
ム
は
、「
な
た
で
こ
こ
」（
第
二
国
家
試
験
準
備
室
）
で
あ
っ
た
。

終
了
後
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
表
彰
式
兼
懇
親
会
を
開
き
、
優
勝
チ
ー
ム
に
「
西

南
カ
ッ
プ
」（
正
義
の
女
神
像
）
と
副
賞
が
渡
さ
れ
た
。
最
優
秀
弁
論
者
に

は
、
吉
村
教
授
か
ら
吉
村
賞
と
し
て
記
念
品
が
渡
さ
れ
た
。

参
加
チ
ー
ム
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
で
三
夜
合
宿
し
た
り
、
学
術
論
文
を

輪
読
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
準
備
を
続
け
た
。
メ
ー
カ
ー
や
消
防
署
な

ど
に
調
査
に
行
っ
た
チ
ー
ム
も
あ
っ
た
。
参
加
者
の
多
く
が
、
大
学
で
こ
ん

な
に
勉
強
し
た
の
は
初
め
て
と
い
う
く
ら
い
に
没
頭
し
た
。
今
後
の
課
題
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
生
の
勉
強
を
支
援
す
る
体
制
作
り
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

２
　
第
二
回
（
二
〇
〇
二
年
）

六
月
の
教
授
会
で
、
西
南
カ
ッ
プ
第
二
回
を
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

問
題
作
成
は
川
上
宏
二
郎
教
授
が
担
当
し
他
の
公
法
担
当
教
員
が
協
力
す
る

こ
と
、
実
務
担
当
は
前
年
と
同
じ
く
古
賀
教
授
す
る
こ
と
も
承
認
さ
れ
た
。

川
上
教
授
は
、「
出
席
停
止
議
決
無
効
確
認
等
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
事
件
」

を
作
成
し
た
。
問
題
事
例
は
、
夏
休
み
中
に
勉
強
で
き
る
よ
う
に
七
月
一
日

に
募
集
要
項
と
と
も
に
掲
示
さ
れ
た
。

一
〇
月
一
八
日
参
加
受
付
を
締
め
切
り
、
七
チ
ー
ム
が
申
し
込
ん
だ
。
参

加
チ
ー
ム
は
一
一
月
五
日
に
書
面
を
提
出
し
た
。
口
頭
弁
論
は
第
一
回
西
南

カ
ッ
プ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
間
配
分
で
行
わ
れ
、
一
一
月
二
七
〜
二
九
日
放
課
後

に
一
回
戦
三
試
合
が
開
か
れ
た
（
一
チ
ー
ム
不
戦
勝
）。
準
決
勝
戦
は
、
一

二
月
七
日
（
土
）
に
二
試
合
が
開
か
れ
、
各
々
の
勝
ち
チ
ー
ム
の
間
で
一
二

月
一
六
日
（
月
）
放
課
後
に
決
勝
戦
が
開
催
さ
れ
た
。

優
勝
チ
ー
ム
は
、「
す
ぃ
ー
と
り
っ
ち
」（
四
年
生
混
成
チ
ー
ム
）
で
あ
っ

た
。
終
了
後
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
表
彰
式
兼
懇
親
会
を
開
き
、「
西
南
カ
ッ
プ
」

が
授
与
さ
れ
た
。
最
優
秀
弁
論
者
に
は
、
川
上
教
授
か
ら
川
上
賞
と
し
て
記

念
品
が
渡
さ
れ
た
。

第
二
回
は
、
夏
休
み
に
前
年
の
反
省
か
ら
日
程
に
余
裕
を
も
つ
た
め
早
め

に
問
題
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
早
く
か
ら
準
備
を
始
め
た
学
生
に

一
五



西
南
カ
ッ
プ
に
つ
い
て

一
六

有
利
と
い
う
風
評
を
生
み
、
一
般
学
生
の
参
加
を
減
ら
す
結
果
と
な
っ
た
。

書
面
・
弁
論
と
も
前
年
に
比
べ
て
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
た
と
い
わ
れ
、
西
南
カ

ッ
プ
が
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

３
　
第
三
回
（
二
〇
〇
三
年
）

二
〇
〇
三
年
一
一
月
、
実
務
担
当
者
が
毛
利
助
教
授
と
な
っ
た
ほ
か
は
、

基
本
的
に
前
年
・
前
前
年
と
同
様
に
西
南
カ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
が
、
法
学
部

教
授
会
で
決
定
さ
れ
た
。

問
題
事
例
は
、
刑
事
法
分
野
か
ら
の
出
題
も
検
討
さ
れ
た
が
、
競
技
会
を

ゲ
ー
ム
と
し
て
成
立
さ
せ
や
す
い
点
を
考
慮
し
て
、
民
事
法
分
野
か
ら
出
題

す
る
こ
と
に
し
、
会
社
法
の
分
野
か
ら
「
損
害
賠
償
請
求
事
件
」
の
問
題
事

例
が
作
成
さ
れ
た
。

参
加
申
し
込
み
期
間
は
、
一
一
月
一
二
日
〜
一
二
月
四
日
、
説
明
会
は
一

一
月
二
五
日
、
書
面
提
出
締
め
切
り
は
一
二
月
八
日
、
口
頭
弁
論
は
、﹇
第

一
回
戦
﹈
第
一
試
合
が
一
二
月
一
五
日
（
月
）、
第
二
試
合
が
一
二
月
一
七

日
（
水
）、﹇
決
勝
戦
﹈
第
一
試
合
が
一
二
月
一
九
日
（
金
）、
第
二
試
合
が

一
二
月
二
二
日
（
月
）、
第
二
試
合
終
了
後
に
直
ち
に
懇
親
会
・
表
彰
式
、

と
全
日
程
が
か
な
り
窮
屈
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
は
、
参
加
チ
ー
ム
が
四
チ
ー
ム
と
今
ま
で
で
最
少
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
法
学
部
企
画
と
し
て
の
盛
り
上
が
り
の
点
で
問
題
で
あ
る
。
日
程
に
余

裕
を
持
ち
学
生
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

４
　
第
四
回
（
二
〇
〇
四
年
）

第
四
回
の
西
南
カ
ッ
プ
は
、
実
務
担
当
者
が
横
尾
講
師
と
な
り
、
前
年
ま

で
の
模
擬
裁
判
形
式
で
の
開
催
か
ら
法
律
討
論
会
形
式
に
変
更
の
う
え
開
催

さ
れ
る
こ
と
が
、
法
学
部
教
授
会
で
決
定
さ
れ
た
。

問
題
事
例
は
、
民
事
法
分
野
か
ら
出
題
す
る
こ
と
に
し
、
民
法
の
分
野
か

ら
「
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
に
お
け
る
賃
料
減
額
請
求
の
可
否
」
に
つ
い
て
の
問

題
が
作
成
さ
れ
た
。

参
加
申
込
期
間
は
一
一
月
一
日
か
ら
一
一
月
三
〇
日
ま
で
、
ル
ー
ル
説
明

会
（
ガ
イ
ダ
ン
ス
）
は
第
一
回
が
一
〇
月
二
七
日
、
第
二
回
が
一
〇
月
二
九

日
、
第
三
回
が
一
一
月
四
日
、
第
四
回
が
一
一
月
一
八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
行
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
一
チ
ー
ム
か
ら
参
加
申
込
が
あ
っ
た
た
め
（
後
に
一

チ
ー
ム
は
申
込
を
辞
退
）、
Ａ
４
の
用
紙
一
枚
に
立
論
に
つ
い
て
の
レ
ジ
ュ

メ
を
一
二
月
八
日
ま
で
に
作
成
さ
せ
て
書
類
選
考
を
行
う
こ
と
と
し
、
選
考

結
果
を
一
二
月
一
三
日
に
各
参
加
チ
ー
ム
に
通
知
し
た
。

な
お
、
書
類
選
考
を
勝
ち
抜
い
た
チ
ー
ム
に
よ
り
、
本
大
会
が
一
二
月
一

五
日
（
水
）
に
開
催
さ
れ
、
終
了
後
に
直
ち
に
懇
親
会
・
表
彰
式
が
行
わ
れ

た
。こ

の
年
は
、
実
務
担
当
者
と
し
て
は
六
チ
ー
ム
程
度
の
参
加
を
予
定
し
て

準
備
を
進
め
て
い
た
も
の
の
、
一
一
チ
ー
ム
か
ら
参
加
申
込
が
あ
っ
た
た
め
、

急
遽
書
類
選
考
を
実
施
す
る
な
ど
、
参
加
学
生
に
と
っ
て
は
非
常
に
タ
イ
ト
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な
日
程
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
ま
で
の
課
題
と
な
っ

て
い
た
参
加
チ
ー
ム
の
増
加
は
実
現
を
み
た
こ
と
で
、
一
定
の
成
果
は
あ
っ

た
。

三
　
全
体
的
評
価

以
上
四
回
の
西
南
カ
ッ
プ
を
振
り
返
る
と
、
ま
ず
、
以
下
の
よ
う
な
成
果

は
確
認
さ
れ
て
よ
い
。

第
一
に
、
出
場
チ
ー
ム
の
増
減
、
実
務
担
当
者
の
入
替
わ
り
、
競
技
形
式

の
多
様
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
南
カ
ッ
プ
は
第
四
回
ま
で
毎
年
行
わ
れ
た
。

西
南
カ
ッ
プ
は
法
学
部
全
体
の
も
の
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
学
部
レ
ベ
ル
で
法
的
議
論
能
力
を
問
う
競
技
会
を
行
う
こ
と

は
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
定
着
そ
れ
自
体
が
評
価
に
値
し
よ
う
。

第
二
に
、
模
擬
裁
判
競
技
会
・
法
律
討
論
会
と
い
う
二
種
類
の
競
技
形
式

を
試
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
各
々
の
競
技
形
式
の
特
徴

が
わ
か
り
、
今
後
の
展
開
の
た
め
の
得
が
た
い
経
験
と
な
っ
た
。
法
律
討
論

会
の
特
徴
と
し
て
は
、
運
営
コ
ス
ト
が
低
い
こ
と
（
競
技
開
催
期
日
が
一
日

で
済
ま
せ
う
る
こ
と
が
大
き
い
）、
全
実
定
法
分
野
か
ら
の
出
題
が
可
能
で

あ
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
模
擬
裁
判
で
は
、
競
技
開
催
期
日
が
何
日
か

に
わ
た
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
的
コ
ス
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
官
と
し
て
関

与
す
る
教
員
の
数
も
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
模
擬
裁
判
で
は
、
ゲ
ー

ム
へ
の
適
合
性
の
観
点
か
ら
、
出
題
が
民
事
実
体
法
に
偏
り
や
す
い
と
い
う

こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
他
方
、
模
擬
裁
判
の
特
徴
と
し
て
は
、
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
を
通
じ
て
深
い
レ
ベ
ル
で
法
的
思
考
が
身
に
つ
く
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ

る
。
ま
た
、
試
合
の
出
来
に
も
よ
る
が
、
原
告
│
被
告
が
対
面
形
式
で
議
論

を
行
う
の
で
、
う
ま
く
議
論
が
か
み
あ
え
ば
、
討
論
そ
の
も
の
は
よ
り
濃
密

に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

第
三
に
、
出
場
し
た
チ
ー
ム
が
大
い
に
努
力
し
た
こ
と
に
は
、
審
査
に
当

た
っ
た
教
員
や
実
務
家
が
一
致
し
て
感
銘
を
受
け
た
。

以
上
の
よ
う
な
成
果
を
ふ
ま
え
、
学
部
全
体
の
勉
学
意
欲
・
勉
学
成
果
を

向
上
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
企
画
本
来
の
趣
旨
の
観
点
か
ら
、
今
後
の
課
題
を

考
え
る
と
、
ま
ず
は
、
①
学
生
の
競
技
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
、
及
び
、
②
参
加

チ
ー
ム
の
増
加
、
の
二
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
学
生
の
競
技
の
レ
ベ
ル
に
関
し
て
は
、
書
面
に
対
し
て
は
高
い
評
価
を

与
え
る
が
口
頭
弁
論
・
質
疑
応
答
に
対
し
て
は
低
評
価
し
か
与
え
な
い
審
査

員
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
模
擬
裁
判
・
法
律
討
論
会
に
共
通
す
る
傾
向
で

あ
る
が
、
模
擬
裁
判
の
方
で
特
に
指
摘
が
多
か
っ
た
。

法
律
討
論
会
で
質
疑
応
答
が
低
調
な
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
学
生
に
と
っ
て

は
自
分
の
議
論
を
構
築
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
他
の
議
論
構
成
と
の
優
劣
比

較
を
瞬
時
に
や
っ
て
の
け
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
模
擬
裁
判
に
お
け
る
口
頭
弁
論
が
よ
り
低
調
で
あ
っ
た
の
は
、

一
七



西
南
カ
ッ
プ
に
つ
い
て

一
八

出
題
さ
れ
た
問
題
の
レ
ベ
ル
の
差
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
競
技
形
式
に
せ
よ
、

実
定
法
の
解
釈
問
題
が
事
例
問
題
と
し
て
出
題
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
難
し
く

も
易
し
く
も
で
き
る
。
模
擬
裁
判
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
要
件
事
実
論
的
発

想
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
と
当
意
即
妙
な
口
頭
弁
論
が
出
来
な
い
と
い
う
こ

と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
模
擬
裁
判
に
お
い
て
は
口
頭
弁
論
こ
そ
が

競
技
の
花
な
の
で
、
そ
こ
に
お
け
る
低
調
さ
が
余
計
に
目
に
付
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

②
以
上
の
よ
う
な
、
競
技
に
内
在
す
る
難
し
さ
が
、
参
加
チ
ー
ム
の
少
な

さ
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
過
去
の
経
緯
を
見
る
と
、
こ
の

よ
う
な
難
し
さ
に
耐
性
、
適
性
、
嗜
好
の
あ
る
サ
ー
ク
ル
や
ゼ
ミ
に
、
参
加

チ
ー
ム
の
母
体
が
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
参
加
チ
ー
ム
を
増
加
さ
せ
る
に
は
、
運
営
方
法
の
洗
練
の

ほ
か
、
学
部
教
育
の
底
上
げ
も
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

法
律
学
の
学
習
に
は
、
複
数
の
議
論
構
成
の
優
劣
を
比
較
し
た
り
、
要
件
事

実
論
的
発
想
を
背
景
に
当
意
即
妙
な
論
争
を
し
た
り
と
い
う
次
元
が
あ
る
こ

と
に
目
覚
め
さ
せ
、
そ
の
よ
う
な
知
的
活
動
に
興
味
を
持
た
せ
る
こ
と
、
こ

れ
が
学
部
教
育
に
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

西
南
カ
ッ
プ
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
と
日
常
的
な
学
部
教
育
と
の
間
に
は
、
前

者
が
後
者
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
後
者
が
前
者
を
向
上

さ
せ
る
と
い
う
関
係
も
存
在
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

四
　
将
来
へ
の
展
望

今
年
度
（
第
五
回
）
の
西
南
カ
ッ
プ
実
務
担
当
者
と
し
て
、
将
来
へ
の
展

望
を
述
べ
た
い
。
筆
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
西
南
カ
ッ
プ
の
開
催
形
式
に
つ

い
て
、
模
擬
裁
判
形
式
と
法
律
討
論
会
形
式
の
隔
年
開
催
で
や
っ
て
み
て
は

ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
毛
利
助
教
授
が
述
べ
ら
れ
た

「
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
特
徴
と
教
育
的
効
果
が
あ
る
」
点
に
く
わ
え
て
、
以

下
の
二
点
を
挙
げ
る
。

第
一
に
、
学
部
教
育
か
ら
の
発
展
・
学
部
教
育
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に

つ
い
て
考
え
る
と
、
法
律
討
論
会
形
式
は
一
、
二
年
生
教
育
と
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
効
果
が
高
ま
り
、
模
擬
裁
判
形
式
は
、
三
、
四
年
生
教
育
と
組
み

合
わ
せ
る
と
効
果
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
手
続
法
に
習
熟

し
て
い
な
い
低
学
年
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
書
面
作
成
の
手
間
が
要
ら
な
い

法
律
討
論
会
形
式
の
競
技
会
の
ほ
う
が
、
実
定
法
を
学
習
す
る
た
め
の
入
り

口
と
し
て
は
間
口
が
広
く
な
る
。
他
方
で
、
高
学
年
の
学
生
に
と
っ
て
は
、

書
面
作
成
技
術
の
育
成
に
役
立
つ
模
擬
裁
判
形
式
の
競
技
会
を
経
験
す
る
こ

と
で
、
法
科
大
学
院
入
学
へ
の
橋
渡
し
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
学
内
の
み
な
ら
ず
学
外
の
競
技
会
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
促
し

た
い
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
の
知
る
限
り
、
模
擬
裁
判
形
式
の
競
技
会
と
し
て
は
、
日
本
国
際
法

学
生
協
会
が
主
催
す
る
「Jap

an
C

u
p

」
が
あ
り
、Jap

an
C

u
p

で
の
上
位
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校
は
、
社
団
法
人
日
本
外
交
協
会
が
主
催
す
る
「A

sia
C

u
p

」
へ
出
場
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
世
界
レ
ベ
ル
で
の
大
会
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
国

際
法
学
会
と
国
際
法
学
生
協
会
が
主
催
す
る
「Je

ssu
p

」
も
あ
る
。
西
南

学
院
大
学
は
日
本
国
際
法
学
生
協
会
の
構
成
校
と
な
っ
て
積
極
的
に
活
動
し

て
お
り
、
二
〇
〇
四
年
の
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
で
は
、
早
稲
田
大
学
に
次
い
で

準
優
勝
し
た
。
引
き
続
き
そ
の
活
動
を
期
待
し
た
い
。（
加
盟
校
は
、
西
南

学
院
大
学
の
他
、
青
山
学
院
大
学
、
大
阪
大
学
、
関
西
学
院
大
学
、
慶
応
義

塾
大
学
、
京
都
大
学
、
神
戸
大
学
、
上
智
大
学
、
中
央
大
学
、
津
田
塾
大
学
、

東
京
大
学
、
東
北
大
学
、
同
志
社
大
学
、
一
橋
大
学
、
龍
谷
大
学
、
早
稲
田

大
学
）

ま
た
、
法
律
討
論
会
形
式
の
競
技
会
と
し
て
は
、
九
州
四
国
学
生
法
学
連

盟
が
主
催
す
る
「
九
州
四
国
学
生
法
律
討
論
会
」
が
あ
り
、
九
州
四
国
学
生

法
律
討
論
会
で
の
上
位
校
は
、
全
日
本
学
生
法
学
連
盟
が
主
催
し
、
最
高
裁

判
所
、
最
高
検
察
庁
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
朝
日
新
聞
社
、
日
本
評
論
社

が
後
援
す
る
「
全
日
本
学
生
法
律
討
論
会
」
へ
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
州
四
国
学
生
法
学
連
盟
の
加
盟
大
学
は
、
愛
媛
大
学
、
香
川
大
学
、
鹿
児

島
大
学
、
福
岡
大
学
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
西
南
学
院
大
学
は
討
論
会
に
は

参
加
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
広
島
大
学
、
岡
山
大
学
、
島
根
大
学
、
広
島

市
立
大
学
、
広
島
修
道
大
学
、
愛
媛
大
学
、
香
川
大
学
、
福
岡
大
学
、
鹿
児

島
大
学
な
ど
が
参
加
し
て
行
わ
れ
て
い
る「
九
州
瀬
戸
内
学
生
法
律
討
論
会
」

と
い
う
競
技
会
も
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
競
技
会
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
催
者
や
歴
史
を
背

景
に
し
て
、
例
年
、
模
擬
裁
判
形
式
の
競
技
会
で
は
国
際
法
に
関
連
す
る
問

題
、
法
律
討
論
会
形
式
で
の
競
技
会
で
は
憲
法
、
商
法
、
民
法
、
刑
法
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
国
内
の
実
定
法
に
関
連
す
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
法
律
学
科
と
国
際
関
係
法
学
科
を
擁
す
る
わ
が
西
南
学
院
大
学
法
学

部
か
ら
、
西
南
カ
ッ
プ
へ
の
参
加
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
競
技
会
に
積

極
的
に
参
加
す
る
団
体
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
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